
リ
ー
ス
契
約
で
未
来
を
縛
り
つ
け
る

仮
庁
舎
が
次
世
代
へ
の
責
任
な
の
か
！

納
田
　
さ
お
り
（
無
所
属
）

庁
舎
の
位
置
を
速
や
か
に
決
め
て

無
駄
な
仮
庁
舎
建
設
を
撤
回
せ
よ
！

森
　
て
る
お
（
無
所
属
）

リ
ー
ス
仮
庁
舎
は
未
来
の
束
縛

質
問　
平
成
35
年
度
統
合
庁
舎

の
場
所
決
定
が
表
明
さ
れ
た
。

平
成
45
年
度
ま
で
の
鉄
骨
造
長

期
リ
ー
ス
庁
舎（
９
億
６
千
600

万
円
）
を
や
め
、
柔
軟
な
対
応

が
で
き
る
軽
量
鉄
骨
造
を
採
用

し
経
費
抑
制
に
努
め
る
べ
き
だ
。

答
弁　
保
谷
庁
舎
の
老
朽
化
と

耐
震
対
応
を
早
期
に
図
る
た
め

望
ま
し
い
方
策
だ
。

中
央
図
書
館
・
田
無
公
民
館
　

建
て
替
え
先
送
り
の
無
責
任

質
問　
市
民
広
場
に
仮
庁
舎
を

建
設
す
る
た
め
、
図
書
館
・
公

民
館
を
耐
震
改
修
に
よ
り
17
年

間
延
伸
す
る
案
は
、
田
無
駅
南

口
駅
前
開
発
に
伴
う
周
辺
ま
ち

づ
く
り
に
と
っ
て
不
適
切
だ
。

答
弁　
既
存
施
設
の
有
効
活
用

の
視
点
に
立
ち
対
応
す
る
。

公
契
約
条
例
制
定
で
若
年
建
設

技
能
労
務
者
の
人
材
確
保
を
！

質
問　
建
設
業
の
若
年
入
職
者

数
減
少
が
著
し
く
技
能
継
承
の

意
味
か
ら
も
深
刻
な
問
題
だ
。

公
契
約
条
例
制
定
で
公
共
工
事

の
下
限
報
酬
額
を
定
め
、
賃
金

向
上
に
つ
な
げ
る
べ
き
だ
。

答
弁　
条
例
を
含
む
公
契
約
制

度
に
つ
い
て
、
他
市
の
事
例
等

を
参
考
に
調
査
研
究
を
進
め
る
。

子
ど
も
条
例
の
理
念

質
問　
子
ど
も
条
例
は
児
童
福

祉
法
改
正
が
あ
っ
た
か
ら
制
定

す
る
も
の
で
は
な
い
。
子
ど
も

の
権
利
を
保
障
し
尊
重
し
て
い

く
た
め
に
制
定
す
る
も
の
だ
。

答
弁　
５
月
下
旬
を
目
途
に
条

例
の
要
綱
案
を
ま
と
め
て
い
く
。

質
問　
仮
庁
舎
は
田
無
庁
舎
近

辺
に
庁
舎
機
能
を
集
約
し
た
い

と
い
う
意
図
か
ら
出
発
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
２
庁
舎
体

制
の
解
消
、
保
谷
庁
舎
の
老
朽

化
に
対
応
と
説
明
し
た
が
、
２

庁
舎
体
制
は
解
消
さ
れ
な
い
し
、

保
谷
庁
舎
の
老
朽
化
は
施
設
の

こ
と
で
建
物
で
は
な
い
。
田
無

庁
舎
近
辺
に
集
約
す
る
意
図
で
、

最
初
は
３
館
合
築
で
あ
く
中
央

図
書
館
・
田
無
公
民
館
の
ス
ペ

ー
ス
を
有
効
利
用
す
る
と
言
い
、

３
館
合
築
が
だ
め
に
な
っ
た
ら
、

元
に
戻
さ
ず
に
仮
庁
舎
と
な
っ

た
。
既
成
事
実
を
積
み
重
ね
る

や
り
方
は
好
き
じ
ゃ
な
い
。
暫

定
的
な
対
応
方
策
や
仮
庁
舎
は

考
え
直
し
た
ほ
う
が
い
い
。

答
弁　
仮
庁
舎
を
整
備
し
、
保

谷
庁
舎
機
能
を
田
無
庁
舎
・
保

谷
庁
舎
敷
地
に
再
配
置
す
る
。

意
見　
庁
舎
の
問
題
は
振
り
出

し
に
戻
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。

先
送
り
せ
ず
、
庁
舎
の
位
置
を

決
め
て
対
応
す
る
こ
と
が
経
費

の
節
減
に
な
る
。

質
問　
燃
や
さ
な
い
で
処
理
す

る
約
束
の
不
燃
ご
み
。
そ
の
中

の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
資
源
物

と
し
て
取
り
出
し
て
い
る
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
同
様
、
溶
融
処
理
を

す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
。

答
弁　
不
燃
・
粗
大
ご
み
の
プ

ラ
ン
ト
で
は
、
可
燃
処
理
78
％
、

溶
融
処
理
12
％
、
有
価
物
７
％
、

そ
の
他
３
％
と
振
り
分
け
て
効

率
的
に
処
理
し
て
い
る
。

意
見　
製
品
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は

手
選
別
し
溶
融
に
回
せ
る
。

「
西
東
京
市
職
員
の
公
益
的
法

人
等
へ
の
派
遣
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

【
説
明
】
平
成
28
年
度
か
ら
公

益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
組
織
委
員
会
に
研
修
と
し
て

職
員
を
派
遣
し
て
い
る
が
、
平

成
30
年
度
か
ら
同
組
織
委
員
会

に
対
し
、
公
益
的
法
人
等
へ
の

一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣

等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
職

員
の
派
遣
に
よ
る
受
け
入
れ
が

可
能
と
な
っ
た
た
め
、
規
定
の

改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

【
主
な
質
疑
】

問　
こ
の
条
例
に
よ
る
派
遣
先

と
し
て
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会

組
織
委
員
会
が
追
加
さ
れ
る
が

、
同
組
織
委
員
会
は
、
大
会
終

了
後
な
く
な
る
の
で
は
。
時
限

措
置
が
つ
か
な
い
理
由
は
。

答　
基
本
的
に
は
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
終
了
に
伴
い
、
組
織

委
員
会
を
解
散
す
る
こ
と
に
な

る
。
現
時
点
で
は
、
派
遣
は
平

成
32
年
９
月
末
ま
で
を
想
定
と

伺
っ
て
い
る
の
で
、
時
限
措
置

は
難
し
い
と
考
え
て
い
る
。
い

ず
れ
廃
止
を
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
考
え
、
今
回
上
程
し
て

い
る
。

問　
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
い
つ

ま
で
競
技
を
行
い
、
閉
会
式
は

い
つ
な
の
か
。

答　
組
織
委
員
会
か
ら
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
閉
会
式
は
、
平
成

32
年
９
月
６
日
に
終
了
予
定
と

伺
っ
て
い
る
。
残
務
処
理
も
含

め
て
、
今
回
の
派
遣
法
に
よ
る

派
遣
期
間
は
、
平
成
32
年
９
月

末
を
想
定
し
て
い
る
と
伺
っ
て

い
る
。

問　
条
例
上
の
位
置
づ
け
が
な

い
現
在
は
、
本
市
の
職
員
は
ど

の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
組
織
委

員
会
に
行
っ
て
い
る
の
か
。

答　
平
成
28
年
４
月
、
平
成
29

年
４
月
に
１
人
ず
つ
派
遣
し
て

お
り
、
現
在
２
名
を
派
遣
し
て

い
る
。
研
修
の
位
置
づ
け
で
派

遣
し
て
い
る
。

問　
平
成
28
年
４
月
か
ら
の
研

修
派
遣
の
研
修
内
容
、
仕
事
内

容
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
ど
の

部
署
に
何
歳
ぐ
ら
い
の
方
が
派

遣
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答　
平
成
28
年
か
ら
派
遣
し
て

い
る
職
員
は
、
広
報
関
係
の
仕

事
に
携
わ
っ
て
い
る
。
平
成
29

年
か
ら
派
遣
し
て
い
る
職
員
は
、

大
会
の
開
閉
式
に
か
か
わ
る
仕

事
に
携
わ
っ
て
い
る
。
研
修
派

遣
で
は
あ
る
が
、
実
質
的
に
は

本
格
的
な
業
務
に
携
わ
っ
て
い

る
。
年
齢
は
、
40
代
と
30
代
の

女
性
と
男
性
職
員
で
あ
る
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

「
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」

【
説
明
】
介
護
保
険
運
営
協
議

会
か
ら
の
計
画
策
定
の
答
申
を

踏
ま
え
、
介
護
保
険
法
に
基
づ

く
第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画

の
策
定
に
伴
い
、
第
１
号
被
保

険
者
の
保
険
料
を
改
定
す
る
と

と
も
に
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
。
第
６
期
介
護
保
険
事
業

計
画
が
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、

平
成
30
年
度
か
ら
平
成
32
年
度

ま
で
の
３
年
間
の
第
７
期
介
護

保
険
事
業
計
画
を
策
定
す
る
。

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
も
３
年

ご
と
に
見
直
し
を
行
い
、
本
市

の
介
護
保
険
料
基
準
月
額
の
推

移
は
、
第
６
期
の
５
千
691
円
か

ら
第
７
期
計
画
で
は
６
千
373
円
、

プ
ラ
ス
682
円
、
12
％
増
と
な
る
。

【
主
な
質
疑
】

問　
第
７
期
計
画
の
介
護
保
険

料
の
増
要
因
は
。

答　
第
６
期
計
画
の
給
付
費
の

見
込
み
額
は
総
額
が
449
億
３
千

万
円
で
あ
っ
た
が
、
第
７
期
計

画
の
総
額
は
、
約
510
億
１
千
万

円
で
、
前
回
の
給
付
見
込
み
額

か
ら
13
・
５
％
の
伸
び
を
見
せ

て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
が
増
え
た

こ
と
が
要
因
で
あ
る
。

問　
人
口
推
計
上
、
高
齢
者
が

増
え
て
、
40
歳
以
上
の
方
が
減

る
が
、
今
後
、
値
上
げ
が
続
く

の
か
。

答　
介
護
保
険
料
は
、
国
に
お

い
て
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
に

な
る
平
成
37
年
に
全
国
平
均
が

８
千
円
を
超
え
る
と
い
う
推
計

が
出
て
い
る
。
本
市
の
現
状
で

は
、
こ
れ
か
ら
も
上
が
っ
て
い

く
可
能
性
が
あ
る
。
現
在
、
第

７
期
計
画
の
中
で
は
、
介
護
給

付
に
関
し
て
の
適
正
化
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
く
。

問　
更
新
認
定
の
際
に
、
要
介

護
度
が
変
わ
ら
な
い
方
が
70
％

以
上
と
い
う
こ
と
だ
が
、
適
正

な
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
立
て
ら
れ
て

い
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
今
後

の
取
り
組
み
は
。

答　
自
立
支
援
、
重
度
化
予
防

に
資
す
る
よ
う
な
ケ
ア
プ
ラ
ン

の
改
善
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

第
７
期
計
画
で
は
、
給
付
の
適

正
化
の
中
で
も
ケ
ア
プ
ラ
ン
点

検
を
掲
げ
て
い
る
。

問　
仮
に
給
付
額
を
下
回
る
保

険
料
を
設
定
す
れ
ば
、
基
金
か

ら
の
繰
り
入
れ
か
、
一
般
財
源

か
ら
の
繰
り
入
れ
し
か
方
法
は

「
西
東
京
市
に
お
け
る
地
区
計

画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物

の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
」

【
説
明
】
都
市
計
画
審
議
会
の

審
議
を
経
て
、
都
市
計
画
決
定

し
た
泉
小
学
校
跡
地
周
辺
地
区

地
区
計
画
の
区
域
の
う
ち
、
地

区
整
備
計
画
が
定
め
ら
れ
た
区

域
を
追
加
し
、
そ
の
計
画
に
基

づ
く
建
築
物
の
制
限
を
建
築
確

認
手
続
の
審
査
項
目
と
す
る
も

の
。
ま
た
、
４
月
１
日
に
施
行

さ
れ
る
建
築
基
準
法
の
一
部
改

正
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
す
る

も
の
で
あ
る
。

【
主
な
質
疑
】

問　
今
回
、
泉
小
学
校
の
跡
地

の
地
区
計
画
を
設
定
す
る
に
当

た
り
、
地
域
の
方
々
の
声
を
ど

の
よ
う
に
反
映
し
、
合
意
形
成

を
図
っ
た
の
か
。

答　
地
域
内
の
方
、
あ
る
い
は

周
辺
の
方
々
に
対
し
て
、
検
討

案
の
事
前
説
明
を
平
成
29
年
７

月
に
戸
別
訪
問
で
行
っ
た
。
ま

た
、
８
月
に
都
市
計
画
決
定
の

素
案
の
説
明
会
、
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
こ
の
地
区
計
画
区
域
内

の
権
利
者
、
周
辺
に
お
住
ま
い

の
方
に
行
い
、
最
終
的
に
は
、

平
成
30
年
１
月
に
案
を
作
成
し

企
画
総
務
委
員
会

文
教
厚
生
委
員
会

建
設
環
境
委
員
会

委
員
会
の
審
査
か
ら

議
案
や
皆
様
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願
・
陳
情
は
、
原

則
と
し
て
所
管
の
常
任
委
員
会
等
で
審
査
を
行
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
第
１
回
定
例
会
に
お
け
る
各
委
員
会
で
の

主
な
審
査
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
い
と
思
う
が
、
法
定
外
の
一

般
財
源
の
繰
り
入
れ
は
で
き
る

の
か
。

答　
介
護
保
険
料
は
、
給
付
の

見
込
み
額
か
ら
算
出
さ
れ
て
お

り
、
23
％
の
法
定
負
担
割
合
が

あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
を
下

回
る
保
険
料
の
設
定
は
で
き
な

い
。

問　
県
庁
所
在
地
の
介
護
保
険

料
が
、
何
市
か
６
千
円
を
超
え

る
見
込
み
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、

動
向
は
。

答　
新
聞
に
月
６
千
円
超
が
65

％
と
の
記
事
が
載
っ
て
い
た
。

【
結
果
】
賛
成
多
数
で
可
決

た
段
階
で
改
め
て
説
明
会
の
開

催
、
案
の
公
告
・
縦
覧
、
意
見

書
の
提
出
を
行
っ
た
。

問　
建
築
基
準
法
の
改
正
に
よ

り
用
途
地
域
の
変
更
、
追
加
が

あ
っ
た
が
、
改
正
内
容
に
あ
る

田
園
住
居
地
域
は
ど
の
よ
う
な

用
途
地
域
か
。
ま
た
、
本
市
に

該
当
す
る
地
域
が
あ
る
の
か
。

答　
今
回
、
13
番
目
の
新
た
な

用
途
地
域
と
し
て
田
園
住
居
地

域
が
４
月
１
日
か
ら
加
わ
る
。

制
定
に
当
た
っ
て
の
国
の
理
由

は
、
農
業
の
利
便
の
増
進
を
図

り
つ
つ
、
こ
れ
と
調
和
し
た
低

層
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の

環
境
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
用
途
地
域
だ
が
、
建
築
、

開
発
に
一
定
の
規
制
が
か
か
る
。

市
内
で
は
、
住
宅
と
生
産
緑
地

を
含
め
て
、
混
在
し
て
い
る
た

め
、
こ
の
田
園
住
居
地
域
は
な

じ
ま
な
い
と
考
え
て
い
る
。

問　
泉
小
跡
地
の
用
途
地
域
の

変
更
で
縛
り
を
か
け
る
の
か
。

答　
泉
小
学
校
跡
地
周
辺
地
区

地
区
計
画
の
う
ち
、
公
共
公
益

施
設
地
区
に
つ
い
て
、
住
宅
・

兼
用
住
宅
、
神
社
・
寺
院
・
教

会
こ
れ
に
類
す
る
も
の
、
公
衆

浴
場
を
、
現
行
の
用
途
地
域
に

加
え
て
建
て
ら
れ
な
い
と
い
う

規
制
を
加
え
た
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

一般質問、委員会の審査から

第78号 （７）

西東京市


